西区自立支援連絡協議会規約
（名称及び事務局）

第１　本会は、「西区自立支援連絡協議会（以下「自立支援連絡協議会」という。）」と称し、事務局を西区役所、西保健センター、西区社会福祉協議会、西区障害者基幹相談支援センターに置く。尚、西区障害者基幹相談センターにて庶務を行うものとする。
（目的）

第２　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3の規定に基づき、障害者が地域で自立した日常生活及び社会生活を送るための様々な支援を提供するために設置する。
（組織）
第３　自立支援連絡協議会は西区障害者基幹相談支援センターはじめ西区内の障害者福祉関係機関、団体並びに事業所等により組織する。
　　自立支援連絡協議会には、次の各号に掲げる機関を設置する。

　(1)　幹事会

  (2)　相談支援部会
  (3)　地域包括ケア部会
  (4)　防災部会
(5)　事業所部会
(6)　児童部会
(7)　人材育募集・定着部会
（8） 授産製品販売促進グループ、イベントグループ
（協議事項）

第４　自立支援連絡協議会は次の各号に掲げる事項を協議する。

(1)　地域の関係機関等の連携に関すること。
(2)　障害者が安心して地域生活を送るための支援に関すること。
(3)　困難事例への対応について協議・調整に関すること。
(4)　その他、西区の障害者福祉の増進に関すること。
（会議）

第５　自立支援連絡協議会は全体会を年２回以上、各部会やグループ会を必要に応じて開催する。
（その他）

第６　自立支援連絡協議会運営に必要な事項に関しては、幹事会に諮って決定するものとする。
（附則）

　　この規約は平成２６年４月１日から施行する。
（附則）

　この規約は平成２７年４月１日から施行する。
（附則）

　この規約は平成２９年１月１日から施行する。
（附則）

　この規約は平成２９年４月１日から施行する。
（附則）

　この規約は平成３０年４月１日から施行する。

（附則）

　この規約は平成３１年４月１日から施行する。
（附則）

　この規約は令和３年４月１日から施行する。
（附則）

　この規約は令和６年４月１日から施行する。
（附則）
　この規約は令和７年４月１日から施行する。
